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(57)【要約】
【課題】超音波診断システムでユーザ適応型インターフ
ェースを提供する方法および装置を開示する。
【解決手段】ユーザ適応型インターフェース提供方法は
、ユーザから超音波診断システムの使用要請が入力され
るステップと、使用要請に対応して超音波診断システム
が提供するソフトウェアモードのうちのいずれか１つの
選択に関する選択画面を露出するステップと、選択画面
の露出によってユーザから選択情報が入力されるステッ
プと、選択情報に対応するソフトウェアモードを実行す
るステップとを含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波診断システムにおいて、
　ユーザから前記超音波診断システムの使用要請が入力されるステップと、
　前記使用要請に対応して前記超音波診断システムが提供するソフトウェアモードのうち
のいずれか１つの選択に関する選択画面を露出するステップと、
　前記選択画面の露出によって前記ユーザから選択情報が入力されるステップと、
　前記選択情報に対応するソフトウェアモードを実行するステップと、
　を含むことを特徴とするユーザ適応型インターフェース提供方法。
【請求項２】
　前記ユーザが選択情報を入力しない場合に、以前に実行されたソフトウェアモードを実
行するステップ、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のユーザ適応型インターフェース提供方
法。
【請求項３】
　選択情報に対応するソフトウェアモードを実行する前記ステップは、
　前記ユーザからユーザ環境情報が入力されるステップと、
　前記選択情報に対応するソフトウェアモードに前記ユーザ環境情報を反映して実行する
ステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のユーザ適応型インターフェース提供方法。
【請求項４】
　選択情報に対応するソフトウェアモードを実行する前記ステップは、
　前記ユーザが前記ユーザ環境情報を入力しない場合に、前記ソフトウェアモードに以前
に反映されたユーザ環境情報を反映して実行するステップ、
　をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載のユーザ適応型インターフェース提供方
法。
【請求項５】
　前記ソフトウェアモードは、
　前記超音波診断システムの制御に関する熟練度および前記超音波診断システムが提供す
る機能の程度のうちのいずれか１つによって分類されることを特徴とする請求項１に記載
のユーザ適応型インターフェース提供方法。
【請求項６】
　前記ソフトウェアモードは、
　簡易モードおよび専門家モードのうちのいずれか１つであることを特徴とする請求項１
に記載のユーザ適応型インターフェース提供方法。
【請求項７】
　前記簡易モードは、
　前記超音波診断システムが提供する機能のうちで前記ユーザの使用頻度数に応じて決定
された一部機能で構成されたソフトウェアモードであることを特徴とする請求項６に記載
のユーザ適応型インターフェース提供方法。
【請求項８】
　前記専門家モードは、
　前記超音波診断システムが提供する機能すべてを上位メニューおよび前記上位メニュー
の選択による下位メニューで構成したソフトウェアモードであることを特徴とする請求項
６に記載のユーザ適応型インターフェース提供方法。
【請求項９】
　前記実行されたソフトウェアモードを介して前記ユーザに前記超音波診断システムの制
御に関する作業ウィンドウ領域を露出するステップ、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のユーザ適応型インターフェース提供方
法。
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【請求項１０】
　前記作業ウィンドウ領域は、
　前記ユーザ選択に対応して転換される互いに異なる情報を含み、
　前記情報は、
　前記超音波診断システムが提供する特定機能と関連した情報であることを特徴とする請
求項９に記載のユーザ適応型インターフェース提供方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のうちのいずれか一項の方法を実行させるためのプログラムを記録した
コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１２】
　超音波診断システムにおいて、
　ユーザから入力された前記超音波診断システムの使用要請に対応して前記超音波診断シ
ステムが提供するソフトウェアモードのうちのいずれか１つの選択に関する選択画面を露
出する露出部と、
　前記選択画面の露出によって前記ユーザから選択情報が入力される入力部と、
　前記選択情報に対応するソフトウェアモードを実行する実行部と、
　を備えることを特徴とするユーザ適応型インターフェース提供装置。
【請求項１３】
　前記実行部は、
　前記ユーザが選択情報を入力しない場合に、以前に実行されたソフトウェアモードを実
行することを特徴とする請求項１２に記載のユーザ適応型インターフェース提供装置。
【請求項１４】
　前記実行部は、
　前記ユーザからユーザ環境情報が入力され、前記選択情報に対応するソフトウェアモー
ドに前記ユーザ環境情報を反映して実行することを特徴とする請求項１２に記載のユーザ
適応型インターフェース提供装置。
【請求項１５】
　前記露出部は、
　ユーザから入力された前記超音波診断システムの使用要請に対応して前記超音波診断シ
ステムが提供するソフトウェアモードのうちのいずれか１つの選択に関する選択画面を露
出し、
　前記実行されたソフトウェアモードを介して前記ユーザに前記超音波診断システムの制
御に関する作業ウィンドウ領域を露出することを特徴とする請求項１２に記載のユーザ適
応型インターフェース提供装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザ適応型インターフェース提供方法および装置に関し、より詳細には、
超音波診断システムでユーザ別にソフトウェアモードを相違させるユーザ適応型インター
フェース提供方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断システムは、被験体の体表から体内の所定部位に向かって超音波信号を照射
し、反射した超音波信号の情報を用いて軟部組職の断層や血流に関するイメージを得る装
置である。このような超音波診断システムは、小型かつ低廉であり、リアルタイムで表示
可能であり、Ｘ線などの被爆がなく、安全性が高いという長所を有している。また、Ｘ線
診断装置、ＣＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒｉｚｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｇｈｙ）スキャナ、ＭＲＩ
（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｅ）装置、核医学診断装置などの他
の画像診断装置と共に広く用いられている。
【０００３】
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　最近、超音波診断システムの発展と共にさらに多くの機能をユーザに提供するようにな
り、これによって超音波診断システム内のソフトウェアの構成はより一層複雑化している
。
【０００４】
　複雑化した超音波診断システムを用いるユーザの一部は多くの機能を上手に使いこなす
ことができるが、そうでない多くのユーザは複雑な超音波診断システムの機能をすべて使
っていない。また、超音波診断システムのすべての機能を用いたとしても、ユーザが所望
する機能を制御するまでは複雑な過程を経なければならないため、ユーザは多くのオペレ
ーションデプス（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｄｅｐｔｈ）を経なければならないという不便を
甘受しなければならない。
【０００５】
　また、ユーザが超音波診断システムで主に用いる機能が限定的であるにもかかわらず、
ユーザが必要とするもの以外の機能までも画面上にすべて露出することは、業務の効率性
を低下させる問題を誘発している。したがって、ユーザに提供する機能を制御することが
できるインターフェース方法および装置が切に求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上述した問題点を解決するために案出されたものであって、ユーザからソフ
トウェアモードに関する選択情報が入力されることで、ユーザ別により効率的なソフトウ
ェアモードを提供するユーザ適応型インターフェース提供方法および装置を提供すること
を目的とする。
【０００７】
　また、本発明は、ユーザが入力した選択情報に対応するソフトウェアモードを実行する
ことで、オペレーションデプスを革新的に減少するユーザ適応型インターフェース提供方
法および装置を提供することを他の目的とする。
【０００８】
　さらに、本発明は、ユーザ選択に対応して転換される互いに異なる情報を含む作業ウィ
ンドウ領域を提供することで、ユーザの便宜性を極大化し、ユーザの作業効率を向上させ
るユーザ適応型インターフェース提供方法および装置を提供することをさらに他の目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した目的を達成するために、本発明の一実施形態に係るユーザ適応型インターフェ
ース提供方法は、ユーザから超音波診断システムの使用要請が入力されるステップと、前
記使用要請に対応して前記超音波診断システムが提供するソフトウェアモードのうちのい
ずれか１つの選択に関する選択画面を露出するステップと、前記選択画面の露出によって
前記ユーザから選択情報が入力されるステップと、前記選択情報に対応するソフトウェア
モードを実行するステップとを含む。
【００１０】
　本発明の一側によれば、ユーザ適応型インターフェース提供方法は、前記ユーザが選択
情報を入力しない場合に、以前に実行されたソフトウェアモードを実行するステップをさ
らに含む。
【００１１】
　また、本発明の一側によれば、選択情報に対応するソフトウェアモードを実行する前記
ステップは、前記ユーザからユーザ環境情報が入力されるステップと、前記選択情報に対
応するソフトウェアモードに前記ユーザ環境情報を反映して実行するステップとを含む。
【００１２】
　また、本発明の一側によれば、ユーザ適応型インターフェース提供方法は、前記ユーザ
が前記ユーザ環境情報を入力しない場合に、前記ソフトウェアモードに以前に反映された
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ユーザ環境情報を反映して実行するステップを含む。
【００１３】
　また、本発明の一側によれば、前記ソフトウェアモードは、前記超音波診断システムの
制御に関する熟練度および前記超音波診断システムが提供する機能の程度のうちのいずれ
か１つによって分類されることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の一側によれば、前記ソフトウェアモードは、簡易モードおよび専門家モ
ードのうちのいずれか１つであることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の一側によれば、ユーザ適応型インターフェース提供方法は、前記実行さ
れたソフトウェアモードを介して前記ユーザに前記超音波診断システムの制御に関する作
業ウィンドウ領域を露出するステップをさらに含み、前記作業ウィンドウ領域は前記ユー
ザ選択に対応して転換される互いに異なる情報を含み、前記情報は前記超音波診断システ
ムが提供する特定機能と関連した情報であることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の一実施形態に係るユーザ適応型インターフェース提供装置は、ユーザか
ら入力された前記超音波診断システムの使用要請に対応して前記超音波診断システムが提
供するソフトウェアモードのうちのいずれか１つの選択に関する選択画面を露出する露出
部と、前記選択画面の露出によって前記ユーザから選択情報が入力される入力部と、前記
選択情報に対応するソフトウェアモードを実行する実行部とを備える。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、ユーザからソフトウェアモードに関する選択情報が入力されることによって
、ユーザ別により効率的なソフトウェアモードを提供することができるユーザ適応型イン
ターフェース提供方法および装置を提供することができる。
【００１８】
　また、本発明は、ユーザが入力した選択情報に対応するソフトウェアモードを実行する
ことによって、オペレーションデプスを革新的に減少させることができるユーザ適応型イ
ンターフェース提供方法および装置を提供することができる。
【００１９】
　また、本発明は、ユーザ選択に対応して転換される互いに異なる情報を含む作業ウィン
ドウ領域を提供することによって、ユーザの便宜性を極大化し、ユーザの作業効率を向上
させることできるユーザ適応型インターフェース提供方法および装置を提供することがで
きる。
【００２０】
　さらに、本発明は、ユーザが作業ウィンドウ領域を介して情報の接近および修正を実行
することによって、オペレーションデプスと実行時間がより減少したユーザ適応型インタ
ーフェース提供方法および装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係るユーザ適応型インターフェース提供装置を示すブロッ
ク図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るユーザ適応型インターフェース提供方法を示すフロー
チャートである。
【図３】本発明の一実施形態に係るユーザ適応型インターフェース提供方法を示すフロー
チャートである。
【図４】ソフトウェアモードの実行によって提供される画面の一例を示す図である。
【図５】作業ウィンドウ領域の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】



(6) JP 2010-29642 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

　以下、添付の図面および添付の図面に記載された内容を参照しながら本発明の実施形態
について詳細に説明するが、本発明が実施形態によって制限されたり限定されるものでは
ない。
【００２３】
　図１は、本発明の一実施形態に係るユーザ適応型インターフェース提供装置１００を示
すブロック図である。
【００２４】
　本発明の一実施形態に係るユーザ適応型インターフェース提供装置１００は、超音波診
断システムに含まれる。ユーザ適応型インターフェース提供装置１００は、超音波診断シ
ステムを用いようとするユーザから使用要請が入力され、このような使用要請に対応して
超音波診断システムが提供可能なソフトウェアモードのうちのいずれか１つを選択するこ
とができる選択画面を露出することができる。このとき、選択画面は、超音波診断システ
ム内の所定ディスプレイ装置を介して露出することができる。また、ユーザは、超音波診
断システムの選択画面を用いて自分が使用したいソフトウェアモードを選択することがで
き、ユーザ適応型インターフェース提供装置１００は、ユーザが選択したソフトウェアモ
ードを実行することができる。
【００２５】
　ユーザ適応型インターフェース提供装置１００は、超音波診断システムにユーザ別に適
応型ソフトウェアモードを実行させることでユーザの業務効率を高め、オペレーションデ
プスを減らすことができる超音波診断システムを提供することができる。例えば、ユーザ
適応型インターフェース提供装置１００は、超音波診断システムが提供する多様な機能す
べての使用が可能なユーザにはソフトウェアモードのうちの専門家モードを提供し、多様
な機能のうちの一部機能のみを用いるユーザにはソフトウェアモードのうちの簡易モード
を提供することができる。
【００２６】
　また、図１に示すように、ユーザ適応型インターフェース提供装置１００は、露出部１
０１と、入力部１０２と、実行部１０３とを備える。また、このようなユーザ適応型イン
ターフェース提供装置１００の動作方法については、図２～５を参照しながらより詳細に
説明する。
【００２７】
　図２は、本発明の一実施形態に係るユーザ適応型インターフェース提供方法を示すフロ
ーチャートである。
【００２８】
　図２に示すように、ユーザ適応型インターフェース提供方法は、ステップＳ２０１～ス
テップＳ２０４で実行される。このとき、ステップＳ２０１およびステップＳ２０２は露
出部１０１によって、ステップＳ２０３は入力部１０２によって、ステップＳ２０４は実
行部１０３によってそれぞれ実行される。
【００２９】
　ステップＳ２０１で、露出部１０１は、ユーザから超音波診断システムの使用要請が入
力される。このとき、使用要請は、超音波診断システムに連結された所定の入力装置を用
いて入力することができる。入力装置の一例としては、キーボード、マウス、タッチスク
リーンであり得る。また、使用要請の一例としては、超音波診断システムの電源を入れる
ことであり得る。
【００３０】
　ステップＳ２０２で、露出部１０１は、使用要請に対応して超音波診断システムが提供
するソフトウェアモードのうちのいずれか１つの選択に関する選択画面を露出する。この
とき、選択画面は、超音波診断システムが提供するソフトウェアモードの識別が可能な選
択アイコンを含むことができる。
【００３１】
　また、ソフトウェアモードは、超音波診断システムの制御に関する熟練度および超音波
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診断システムが提供する機能の程度のうちのいずれか１つによって分類することができる
。このとき、熟練度は、超音波診断システムの制御熟練度であり、例えば上級、中級、下
級に分類することができる。また、機能の程度は、超音波診断システムが提供する機能の
うちからユーザが選択したソフトウェアモードで制御が可能な機能の数を意味することが
できる。
【００３２】
　また、本発明の一実施形態によれば、ソフトウェアモードは、簡易モードおよび専門家
モードのうちのいずれか１つであり得る。このとき、簡易モードは、超音波診断システム
が提供する機能のうちでユーザの使用頻度数に応じて決定された一部機能で構成されたソ
フトウェアモードであり得る。また、専門家モードは、超音波診断システムが提供する機
能すべてを上位メニューおよび上位メニューの選択による下位メニューで構成したソフト
ウェアモードであり得る。
【００３３】
　ステップＳ２０３で、入力部１０２は、選択画面の露出によってユーザから選択情報が
入力される。このとき、選択情報は、超音波診断システムが提供するソフトウェアモード
のうちのいずれか１つをユーザが所定の入力装置を用いて選択することによって生成する
ことができる。また、入力装置の一例は、キーボード、マウス、タッチスクリーンであり
得る。
【００３４】
　ステップＳ２０４で、実行部１０３は、選択情報に対応するソフトウェアモードを実行
する。より具体的に、実行部１０３は、ユーザが選択した選択情報を用いて選択したソフ
トウェアモードを識別し、識別されたソフトウェアモードを実行することができる。
【００３５】
　また、このようなステップＳ２０１～ステップＳ２０４については、図３～５を参照し
ながらより詳細に説明する。
【００３６】
　図３は、本発明の一実施形態に係るユーザ適応型インターフェース提供方法を示すフロ
ーチャートである。
【００３７】
　図３に示すように、ユーザ適応型インターフェース提供方法は、ステップＳ３０１～ス
テップＳ３０８で実行される。このとき、ステップＳ３０１、ステップＳ３０２、および
ステップＳ３０８は露出部１０１によって、ステップＳ３０３は入力部１０２によって、
ステップＳ３０４～ステップＳ３０７は実行部１０３によってそれぞれ実行される。
【００３８】
　ステップＳ３０１で、露出部１０１は、ユーザから超音波診断システムの使用要請が入
力される。このようなステップＳ３０１は、図２を参照しながら上述したステップＳ２０
１と同じであるため、以下では説明を省略する。
【００３９】
　ステップＳ３０２で、露出部１０１は、使用要請に対応して超音波診断システムが提供
するソフトウェアモードのうちのいずれか１つの選択に関する選択画面を露出する。この
とき、選択画面は、超音波診断システムが提供するソフトウェアモードの識別が可能な選
択アイコンを含むことができる。
【００４０】
　また、ソフトウェアモードは、超音波診断システムの制御に関する熟練度および超音波
診断システムが提供する機能の程度のうちのいずれか１つによって分類することができる
。このとき、熟練度は、超音波診断システムの制御熟練度であり、例えば上級、中級、下
級に分類することができる。また、機能の程度は、超音波診断システムが提供する機能の
うちでユーザが選択したソフトウェアモードで制御が可能な機能の数を意味することがで
きる。
【００４１】
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　また、本発明の一実施形態によれば、ソフトウェアモードは、簡易モードおよび専門家
モードのうちのいずれか１つであり得る。
【００４２】
　図４は、ソフトウェアモードの実行によって提供される画面の一例を示す図である。特
に、図４に示す画面４１１および画面４１２は、専門家モードの実行によって提供される
画面の一例であり得る。また、画面４２０は、簡易モードの実行によって提供される画面
の一例であり得る。
【００４３】
　このとき、専門家モードは、超音波診断システムが提供する機能すべてを上位メニュー
および上位メニューの選択による下位メニューで構成したソフトウェアモードであり得る
。また、専門家モードでは、超音波診断システムが提供可能なすべての機能のうちで上位
機能を優先して露出し、ユーザから上位機能のうちのいずれか１つの選択がある場合には
、選択された上位機能に属した下位機能を示すことができる。例えば、図４に示すように
、ユーザが上位機能が露出した画面４１１からいずれか１つの機能である「在胎週数計測
（Ｆｅｔａｌ　Ｂｉｏｍｅｔｒｙ）」を選択する場合に、上位機能「在胎週数計測」に属
した下位機能を画面４１２に露出することができる。
【００４４】
　また、簡易モードは、超音波診断システムが提供する機能のうちでユーザの使用頻度数
に応じて決定された一部機能で構成されたソフトウェアモードであり得る。このような簡
易モードでは、すべての機能をアプリケーション単位によって羅列する専門家モードとは
異なり、ユーザが主に用いる機能のみを露出することができる。したがって、このような
簡易モードでは、専門家モードでのような２段階構成から逸脱し、アプリケーションに関
係なく機能を構成することができる。もし簡易モードで提供する機能が不足であったり不
必要な機能があったりする場合には、ユーザは設定ウィンドウを介して機能を再構成する
ことができる。また、簡易モードでは、専門家モードのように上位機能と下位機能を行き
来しながら選択する必要がないため、オペレーションデプスを減少することができる。さ
らに、ユーザは、多様なユーザページを追加したり、削除または再構成したりできる。
【００４５】
　すなわち、図４に示すように、ユーザには使用頻度数に応じて決定された一部機能で構
成された画面４２０が提供され、必要に応じて決定された一部機能をユーザの選択に応じ
て活性化ページ４２１および非活性化ページ４２２それぞれに分類することができる。
【００４６】
　ステップＳ３０３で、入力部１０２は、選択画面の露出によってユーザから選択情報が
入力される。このとき、選択情報は、超音波診断システムが提供するソフトウェアモード
のうちのいずれか１つをユーザが所定の入力装置を用いて選択することによって生成する
ことができる。また、入力装置の一例は、キーボード、マウス、タッチスクリーンであり
得る。また、図３に示すように、入力部１０２がユーザから選択情報が入力される場合に
はステップＳ３０４を実行し、入力部１０２がユーザから選択情報が入力されなかったり
選択情報の入力を拒否する選択をしたりする場合にはステップＳ３０５を実行することが
できる。このとき、選択情報の入力を拒否する選択の一例は、ユーザが選択画面に含まれ
た「選択情報入力拒否アイコン」を選択することによって実行することができる。
【００４７】
　ステップＳ３０４で、実行部１０３は、ユーザからユーザ環境情報が入力される。この
とき、ユーザ環境情報は、ユーザが選択したソフトウェアモードで適用が可能なユーザ固
有の設定情報であり得る。
【００４８】
　また、図３に示すように、ユーザからユーザ環境情報が入力される場合にはステップＳ
３０６を実行し、ユーザからユーザ環境情報が入力されなかったりユーザ環境情報の入力
を拒否する選択をしたりする場合にはステップＳ３０７を実行することができる。
【００４９】
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　ステップＳ３０５で、実行部１０３は、ユーザが選択情報を入力しない場合に、以前に
実行されたソフトウェアモードを実行する。すなわち、実行部１０３は、例えば同じユー
ザの継続的な使用によってユーザがソフトウェアモードを選択しなかったり選択情報の入
力を拒否する選択をしたりする場合に、ユーザが最後に用いたソフトウェアモードを実行
することによって不必要な反復手順を最小化することができる。また、本発明の一実施形
態によれば、実行部１０３は、以前に実行されたソフトウェアモードの実行において、以
前にソフトウェアモードの実行に反映されたユーザ環境情報を反映することができる。
【００５０】
　ステップＳ３０６で、実行部１０３は、選択情報に対応するソフトウェアモードにユー
ザ環境情報を反映して実行する。このとき、ユーザ環境情報は、ユーザが選択したソフト
ウェアモードで適用が可能なユーザ固有の設定情報であり得る。これにより、実行部１０
３は、ユーザが選択したソフトウェアモードにユーザ固有の設定情報が反映されたユーザ
適応型インターフェースをユーザに提供することができる。
【００５１】
　ステップＳ３０７で、実行部１０３は、ユーザがユーザ環境情報を入力しない場合に、
ソフトウェアモードに以前に反映されたユーザ環境情報を反映して実行する。すなわち、
実行部１０３は、例えば同じユーザの継続的な使用によってユーザがユーザ環境情報を選
択しなかったりユーザ環境情報の入力を拒否する選択をしたりする場合に、ユーザが最後
に用いたユーザ環境情報をソフトウェアモードに反映することによって不必要な反復手順
を最小化することができる。例えば、ユーザがソフトウェアモードのうちで簡易モードを
選択する場合に、簡易モードの実行に反映されたユーザ環境情報を反映して選択した簡易
モードを実行することができる。
【００５２】
　ただし、ステップＳ３０４～ステップ３０７において、ユーザ環境情報は、ソフトウェ
アモードそれぞれに従属するものであると説明したが、本発明の一実施形態によれば、ユ
ーザ環境情報はソフトウェアモードの種類に関係なく共通して適用されるユーザ固有の設
定情報であり得る。例えば、ユーザ別に入力装置のキー構成を互いに異なるように設定し
た場合に、実行部１０３は、ユーザが選択したソフトウェアモードの種類に関係なく、ユ
ーザが入力した入力装置のキー構成に対するユーザ環境情報をソフトウェアモードに反映
することができる。
【００５３】
　ステップＳ３０８で、露出部１０１は、実行されたソフトウェアモードを介してユーザ
に超音波診断システムの制御に関する作業ウィンドウ領域を露出する。このとき、作業ウ
ィンドウ領域はユーザ選択に対応して転換される互いに異なる情報を含み、情報は超音波
診断システムが提供する特定機能と関連した情報であり得る。
【００５４】
　また、作業ウィンドウ領域は、ユーザに有用な情報を表現することができる。また、ユ
ーザは、既存のように各情報に該当するウィンドウを別途に開いて確認したり修正したり
せずに直ぐに作業ウィンドウ領域を介して作業することができるため、オペレーションデ
プスがより減少した制御を実行することができる。
【００５５】
　図５は、作業ウィンドウ領域の一例を示す図である。図５に示すように、露出部１０１
は、超音波診断システムが提供する特定機能と関連した情報を４種類のコンテンツに区分
し、作業ウィンドウ領域５１０を介してユーザに露出することができる。このとき、４種
類のコンテンツは、患者情報（Ｐａｔｉｅｎｔ　Ｉｎｆｏ）コンテンツ５１４と、業務リ
スト（Ｗｏｒｋ　Ｌｉｓｔ）１コンテンツ５１３と、業務リスト２コンテンツ５１２と、
キーマップ（Ｋｅｙ　Ｍａｐ）コンテンツ５１１とであり得る。特に、図５に示す作業ウ
ィンドウ領域５１０は、ユーザのキーマップコンテンツ５１１をトップ選択することによ
る情報、すなわちキーマップコンテンツ５１１として区分された情報を示している。
【００５６】
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　患者情報コンテンツ５１４は特定患者の具体的な情報を含んでおり、ユーザは既存のよ
うに患者ウィンドウを別途に開いて作業せずに作業ウィンドウ領域で直接に修正すること
により、オペレーションデプスがより減少した制御を実行することができる。
【００５７】
　また、業務リスト１コンテンツ５１３は特定患者の過去診療記録を含んでおり、ユーザ
は既存のように患者ウィンドウを別途に開いて検索するが必要なく、作業ウィンドウ領域
から過去診療記録を直接に選択して確認することにより、オペレーションデプスがより減
少した制御を実行することができる。
【００５８】
　また、業務リスト２コンテンツ５１２は現在の患者の後の次の患者のリストを含んでお
り、ユーザは患者が変わる度に患者の情報を入力してプルーブを変更してプリセットを変
える作業を行わなくても、作業ウィンドウ領域から次の患者を直接に選択して次の患者に
適合するようにスキャンを設定をすることにより、オペレーションデプスがより減少した
制御を実行することができる。
【００５９】
　また、キーマップコンテンツ５１１はユーザ指定キー、プリントキー、セット（ＳＥＴ
）キー、終了（ＥＸＩＴ）キーなどの設定情報を含んでおり、ユーザは既存のように別途
のユーティリティウィンドウを開いて設定を変更せずに作業ウィンドウ領域を介して簡単
に変更することにより、オペレーションデプスがより減少した制御を実行することができ
る。
【００６０】
　このように、ユーザは、既存のように各情報に該当するウィンドウを別途に開いて確認
したり修正したりせず、作業ウィンドウ領域を介して多数のコンテンツおよび各コンテン
ツに含まれた情報に対する作業を直接に実行することができ、オペレーションデプスがよ
り減少した制御を実行することができる。
【００６１】
　なお、本発明に係るユーザ適応型インターフェース提供方法は、コンピュータにより実
現される多様な動作を実行するためのプログラム命令を含むコンピュータ読取可能な記録
媒体を含む。当該記録媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単独
または組み合わせて含むこともでき、記録媒体およびプログラム命令は、本発明の目的の
ために特別に設計されて構成されたものでもよく、コンピュータソフトウェア分野の技術
を有する当業者にとって公知であり使用可能なものであってもよい。コンピュータ読取可
能な記録媒体の例としては、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク及び磁気
テープのような磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記録媒体、フロプティカルデ
ィスクのような磁気－光媒体、およびＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリなどのようなプ
ログラム命令を保存して実行するように特別に構成されたハードウェア装置が含まれる。
また、記録媒体は、プログラム命令、データ構造などを保存する信号を送信する搬送波を
含む光または金属線、導波管などの送信媒体でもある。プログラム命令の例としては、コ
ンパイラによって生成されるような機械語コードだけでなく、インタプリタなどを用いて
コンピュータによって実行され得る高級言語コードを含む。前記したハードウェア要素は
、本発明の動作を実行するために一以上のソフトウェアモジュールとして作動するように
構成することができ、その逆もできる。
【００６２】
　上述したように、本発明の好ましい実施形態を参照して説明したが、該当の技術分野に
おいて熟練した当業者にとっては、特許請求の範囲に記載された本発明の思想および領域
から逸脱しない範囲内で、本発明を多様に修正および変更させることができることを理解
することができるであろう。すなわち、本発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づい
て定められ、発明を実施するための最良の形態により制限されるものではない。
【符号の説明】
【００６３】
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　　１００：ユーザ適応型インターフェース提供装置
　　１０１：露出部
　　１０２：入力部

【図１】 【図２】
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种在超声系统中提供定制界面的方法和装置。 
ŽSOLUTION：定制界面提供方法包括：从用户输入使用超声诊断系统的
请求;响应于该请求，暴露与选择从超声系统提供的任何一种软件模式相
关联的选择屏幕;根据选择屏幕的曝光从用户输入选择信息;并执行与选择
信息对应的软件模式。 Ž
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